
 青少年健全育成推進プランの達成目標と平成２３年度取組目標（部局名版） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 基本目標１   青少年の社会性や生きる力を育む（青少年の成長を促す視点） 

  

 

 

 

 

① フリーターの人数     【現状値 12万人（17年）  → 目標値 9万6千人以下（23年）】 

② ニートの人数       【現状値 3万7千人（17年） → 目標値 3万3千人以下（23年）】 

③ 不登校（年間３０日以上）児童生徒数    【現状値 小学校1,318人(17年度)→ 目標値 1,000人以下(23年度)】  

【現状値 中学校5,824人(17年度)→ 目標値 4,500人以下(23年度)】 

④ 公立高校１年生の中途退学率及び中途退学者数     【現状値 6.0％(2,321人) (17年度) → 目標値 3.4%以下(1,300人以下) (23年度)】 

⑤ 大学や研究機関などと連携した講義や授業を継続して教育活動に取り入れている県立高校の割合   【現状値  37％(17年度) → 目標値60% (23年度)】 

⑥ 先進的な教育プログラムを開発・実施する県立高校の地域のネットワークの数       【目標値 ４か所(23年度)】   

        

達  成  目  標 

※ 「ゆとりとチャンスの埼玉プラン」に掲げられた「戦略指標」及び「施策指標」のうち、青少年健全育成推進プランに関係する指標を「達成目標」として設定 

平成２３年度の取組目標 
※ 本プランに掲げる「達成目標」を実現するため、平成２３年度の「取組目標」を可能な限り数値化して設定しています 

 

 

推進項目１：青少年の体験活動等の促進 
「埼玉の子ども７０万人体験活動」の実施などにより、青少年に対する体験活動の

充実を図り、青少年の豊かな人間性や社会性を育みます。 

 

● 自然体験活動等の促進 

① 青少年総合野外活動センターにおいて、野外体験活動等を実施するとともに、キャンプカウ

ンセラーの養成に取り組みます。（県民生活部） 

①－１ 青少年総合野外活動センターの施設利用者数【45,572人（22年度）→52,000人】 

①－２ 青少年総合野外活動センターキャンプカウンセラーの養成人数【57人（22年度）→55人】 

①－３ 青少年総合野外活動センターの主催事業開催数【50回（22年度）→50回】 

①－４ 青少年総合野外活動センターの利用者満足度【98％（22年度）→90％以上】 

② 自然学習センター等の自然ふれあい施設において、小･中学生を対象とした自然観察会や自然

に親しむ事業に取り組みます。（環境部） 

 

② 自然ふれあい施設(３施設)における自然観察会や自然に親しむ事業の開催数 

【573回（22年度）→579回以上】 

④ 小・中学生を対象に、人と動物のふれあいや飼育体験などに取り組みます。 

（保健医療部） 

④ 人と動物のふれあい教室の開催回数【95回（22年度）→90回】  

③ 高校生を対象に、就業体験等の活動に取り組みます。（教育局） ③ 高校生が在学中に、5日の体験活動を実施 

④ 市町村教育委員会が小･中学校で実施する社会体験活動等を促進します。（教育局） ④  各学校の特色を生かした体験活動を、在学中にすべての児童生徒が体験する 

【全小・中学校】。 

 

⑤  げんきプラザにおいて、自然体験活動等を実施するとともに、ボランティア・リーダーの養

成に取り組みます。（教育局） 

 

⑤－１ いきいき体験活動事業の参加者数【540人】 

⑤－２ 体験活動指導者講習の参加者数【90人】 
⑤－３ 体験活動ボランティア育成事業の参加者数【100人】 

 

 

⑤ 子どもたちと地域の交流活動を促進するため、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用

して、勉強やスポーツ・文化活動に取り組みます。（教育局） 

⑤ 放課後子ども教室推進事業の実施市町村数【44市町（22年度）→46市町】 

③ 高校生自らがボランティアなどの奉仕・社会体験活動を企画し、社会の一員としての自覚と

地域に貢献する態度を養うための体験活動に取り組みます。（教育局） 

 

 

③ 社会奉仕活動などの推進校数【22校（22年度）→20校】 

 

④ 高校生を対象にボランティアなど社会福祉に関する体験活動を促進します。（教育局） ④ 社会奉仕活動などの推進校数【22校（22年度）→20校】（再掲） 

③ 環境科学国際センターにおいて、小学生を対象とした環境学習などに取り組みます。 

（環境部） 

③ 環境科学国際センターの来場者数【41,408人（22年度）→42,650人】 

● 社会体験活動等の促進 

② 社会福祉協議会と連携して、青少年に対するボランティア体験学習事業を促進します。 

（福祉部） 

② 小・中・高校生のボランティア体験プログラム参加者数【11,507人（22年度）→12,000

人】 

 

● 社会貢献活動等の促進 ① 青少年育成埼玉県民会議と連携して、青少年団体の社会貢献活動等を促進します。 

（県民生活部） 

① 社会貢献活動実施青少年団体数【３団体（22年度）→5団体】 

 

① 小学生から高校生までを対象に、ものづくり体験教室などの開催に取り組みます。 

（産業労働部） 

① 彩の国総合技能展やオープンキャンパスなど高等技術専門校等を活用したものづ

くり体験イベントの参加者数【4,192人（22年度）→4,000人】 

② 小・中学生を対象とした農業体験学習や高校生を対象とした農業体験研修などに取り組みま

す。（農林部） 

②―１ 高校生農業体験研修参加者数【80人(22年度)→80人】 

②―２ 学校ファーム推進体制の整備・推進協議会設置数【47市町村(22年度)→64市町

村】 

 

資料１－４ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進項目２：青少年の社会的自立に向けた取組の推進 
青少年が、将来、社会人として自立できるよう就業支援などの取組を推進します。

また、不登校児童生徒の自主性や社会性などを育みます。 

 

 

② 児童生徒の勤労観、職業観を育むため、小学生・中学生に対するキャリア教育に取り組み

ます。（教育局） 

② 全中学校における家庭・学校・地域「ふれあい講演会」の実施。 

⑦ 高校生自らがボランティアなどの奉仕・社会体験活動を企画し、社会の一員としての自覚と地域に貢献す

る態度を養うための体験活動に取り組みます。（再掲）（教育局） 

⑦ 社会奉仕活動などの推進校数 

【22校（22年度） → 20校】（再掲） 

 

⑥ 奨学金の貸与により、経済的理由で修学が困難な学習意欲のある高校生等を支援します。 

（教育局） 

⑥ 経済的理由で修学が困難な学習意欲のある高校生等に対する奨学金制度につい

て、周知の徹底を図る。 

 

③ 野外活動、ボランティア活動、地域内のリーダー同士の交流会などを通して、青少年リー

ダーの育成に取り組みます。（教育局） 

③－１ 体験活動指導者講習の参加者数【90人】（再掲） 

③－２ 体験活動ボランティア育成事業の参加者数【100人】（再掲） 

 

 

推進項目３：青少年の自己実現に向けた取組の促進 
青少年が行う自己啓発や自己研鑽への支援を行うとともに、青少年のリーダーと 

なる人材の育成等を図ります。 

 

 

● 就業支援の推進 

● 自己啓発・自己研鑽への支援 

① 臨床心理を専門とするスクールカウンセラーを公立学校に配置するなど、児童生徒からの

いじめや不登校に関する相談体制の整備に取り組みます。（教育局） 

 

①－１ スクールカウンセラーの配置中学校数【367校(22年度) →364校】 

①－２ スクールカウンセラーの重点配置中学校数【91校(22年度) →73校】 

①－３ スクールカウンセラーの配置高等学校数【23校(22年度）→25校】 

① 県立高校への就職支援アドバイザーの派遣やヤングキャリアセンター埼玉等との連携によ

る就職支援に取り組みます。（教育局） 

① 県公立高校卒業者の進路未定者の割合【2.250％（22年度）→2.00％（23年度）】 

② 不登校児童生徒を支援する民間団体等と連携し、不登校対策に取り組みます。（教育局） ② 民間団体と連携した「不登校児童生徒支援のための官民連携会議」を開催し、不

登校対策を推進する。【３回】 

  【3回（21年度）→3回】 

② 若者自立支援センター埼玉において、ＮＰＯや関係行政機関と連携し、ニートの自立支援

に取り組みます。（産業労働部） 

 

 

② ニートの人数【35,000人（22年度）→33,000人以下】 

① ヤングキャリアセンター埼玉において、求職者へのカウンセリング、職業紹介などの就業

支援に取り組みます。（産業労働部） 

① フリーターの人数【108,000人（22年度）→96,000人以下】 

 

③ 高校生の中途退学を減少させるため、学校への適応能力や人間関係づくりの向上を目的と

した社会体験活動プログラム等の取組を推進します。（教育局） 

③ 「自分発見！高校生感動体験プログラム事業」の実施校数【20校】 

 

● キャリア教育の推進 

● いじめ・不登校・高校中途退学対策の推進 

① 子どもたちが多様な文化に触れることができるよう、子どもたちの文化活動への参加を促

進します。（県民生活部） 

① 埼玉県文化振興基金助成事業のうち地域子ども文化活動推進事業の助成件数 

   【2件（22年度）→10件（23年度）】 

 

③ 青少年が広い視野に立って物事を考える力や感受性などを養うため、国などの機関や青少年育成埼玉県

民会議と連携して「青少年の海外派遣」や「少年の主張大会」などに取り組みます。（県民生活部） 

 

③ 少年の主張大会の応募点数【26,288点（22年度）→26,500点以上】  

⑤ 起業家精神を有する人材を育成するため、学生に対する起業家教育に取り組みます。 

（産業労働部） 

⑤ 起業家教育実施校数【事業廃止】 

④ 創造性や独創性にあふれた人材を育てるために、子どもたちが科学技術などに親しむ機会

を提供します。（産業労働部） 

 

④ 科学技術体験参加者数【事業廃止】 

 

⑨ 中学生・高校生を対象に選手の育成・強化、全国大会派遣などに取り組みます。 

（教育局） 

⑨－１ 国際大会・全国大会優勝者数【702人（22年度）→580人以上】 

⑨－２ 国民体育大会男女総合成績【第４位（22年度）→第３位以内】 

● 青少年リーダー育成の推進 

① 地域における青少年ボランティアである青少年員相談員や青少年総合野外活動センターの運営

ボランティアであるキャンプカウンセラーの養成に取り組みます。（一部再掲）（県民生活部） 

 

①―１ 青少年相談員の委嘱者数【660人（22年度）→700人】 

①―２ 青少年総合野外活動センターキャンプカウンセラーの養成人数【57人（22年度）→55人】（再掲） 

 ② 県立学校において、科学分野及び国際分野を中心とした日本をリードする人材を育成する

ためのプログラム開発に取り組みます。（教育局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 将来の日本をリードする人材育成事業【４か所（22年度）→４か所】 

② 海外の大学への留学や高校生の海外授業体験、国際スポーツ大会、インターンシップを通

して、青少年に国際交流や修学・就業の機会を提供します。 

（県民生活部、産業労働部、教育局） 

 

②－１ 次年度姉妹友好州省への派遣奨学生選考人数【6人（22年度）→8人（23年度）】 

②－２ 埼玉国際ジュニアサッカー大会1試合の観客数【400人（22年度）→420人】 

②－３ オハイオ州企業インターンシップ参加者数【2人（22年度）→2人（23年度）】 

②－４ 高校生体験活動総合推進事業【インターンシップ推進校の指定39校（22年度）→45校】 

②－５ 高校生体験活動総合推進事業【海外授業体験推進校の指定 派遣校10校・受

入校6校（22年度）→派遣校10校】 

②－６ 「埼玉発世界行き」奨学生選考人数 【260人】 

②－７ 高校生世界へはばたけ！育成塾の開催回数【50回】 

⑧ 多様な専門分野で活躍する社会人の協力を得て、小・中・高校生を対象とした道徳教育を

推進します。（教育局） 

⑧ 夢と豊かな心をはぐくむ講演会事業実施校【２６校（22年度）→３８校】 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 基本目標２   青少年に安全・安心な地域をつくる（青少年を見守る視点） 

 

 

 

 

① 交通事故死者数・死傷者数           【死者数 現状値 322人（17年）→目標値 244人以下(23年)】   

【死傷者数（人口10万人当たり） 現状値 940人（17年）→目標値 939人以下(23年)】 

② 自主防災組織の組織率             【現状値 65.2％（17年度末） → 目標値 90％(23年度末)】 

③ 地域小規模児童養護施設の整備数        【現状値  14か所(17年度末)  → 目標値 23か所 (23年度末)】 

④ 不登校（年間３０日以上）児童生徒数【再 掲】     【現状値 小学校1,318人(17年度)→ 目標値 1,000人以下(23年度)】  

【現状値 中学校5,824人(17年度)→ 目標値 4,500人以下(23年度)】 

⑤ 児童生徒の暴力行為発生件数（公立小・中・高等学校）  【現状値2,075件（17年度）→目標値1,500件（23年度）】 

⑥ 警察職員による非行防止教室の受講者割合（小・中学生） 【現状値72.3%（17年）→目標値100%（23年）】 

⑦ 犯罪発生件数（人口千人当たり）        【現状値 22.3件 (17年)  → 目標値 18.5件 以下(23年)】 

  

        

 

達  成  目  標 

※ 「ゆとりとチャンスの埼玉プラン」に掲げられた「戦略指標」及び「施策指標」のうち、青少年健全育成推進プランに関係する指標を「達成目標」として設定 

平成２３年度の取組目標 
※ 本プランに掲げる「達成目標」を実現するため、平成２３年度の「取組目標」を可能な限り数値化して設定しています 

 

 

推進項目１：青少年の非行防止対策と立ち直り支援の推進 
非行の芽の出やすい中学生などへの啓発・教育活動などを行うとともに、様々な問

題を抱える青少年の立ち直り支援に向けた取組を推進します。 

 

● 非行防止対策の推進 

● 立ち直り支援の推進 

① 青少年の非行を防止するため、青少年育成埼玉県民会議などと連携した普及･啓発活動や国・

市町村等と連携した非行防止キャンペーンに取り組みます。（県民生活部） 

① 県内全ての中学生・高校生及び保護者に対し、非行防止とフィルタリングに関する

普及啓発を実施【県内全中学生・高校生とその保護者にリーフレット配布】 

 

③ 少年の規範意識の醸成を図るため、学校と連携して、小・中・高校生等を対象に非行防止教

室に取り組みます。（教育局、警察本部） 

 

③―１ 県内全ての公立学校で非行防止教室を１回以上実施(さいたま市を除く) 

③－２ 警察職員による小・中学生の非行防止教室受講者割合【100％】 

 

 

② 市町村等が取り組んでいる非行防止パトロール活動を積極的に支援するなど、地域ぐるみで

の非行防止活動を推進します。（県民生活部）） 

② 非行防止パトロール活動の参加者数【538,870人（21年度）→500,000人以上】  

 

④ 少年の非行防止や、少年が犯罪に巻き込まれるのを防止するため、街頭補導活動に取り組み

ます。（警察本部） 

④ 少年警察ボランティアや市町村の非行防止ボランティア、学校など関係機関と連携

して、街頭補導活動を積極的に推進し、非行防止を図る。 

 ⑤ 中学校からの要請に基づき、スクール・サポーターを派遣し、生徒の非行や問題行動につい

て学校を支援します。（警察本部） 

⑤ 教職員やＰＴＡと連携し、挨拶や服装指導、校内外の巡回、非行防止教室の実施な

どの活動により、派遣校における生徒の問題行動等の解消を図る。 

 ⑥ 少年サポートセンターなどにおいて、少年非行など問題行動を抱える少年やその保護者に対

する相談に取り組みます。（警察本部） 

 

 

⑥ 警察署や少年サポートセンターでの少年相談や、心理専門員による親子カウンセリ

ングを通じて、非行などの問題を抱える少年の立ち直りを支援する。 

① 青少年立ち直り支援サイトを通じた非行少年等の立ち直り支援 
  【支援サイトのアクセス件数 12,000件】 

① 国などの関係機関やＮＰＯと連携して、非行少年等の立ち直り支援に取り組みます。 

（県民生活部） 

③ 地域の関係機関からなるサポートチームを組織し、児童・生徒の非行・問題行動の予防や解

決などに取り組みます。（生徒指導室）【９】 

 

③ 地域における非行防止ネットワークの形成 

  サポートチーム編成のための啓発活動を促進 

 

⑤ 街頭補導活動、スクール・サポーターの派遣、少年相談活動の実施により、非行少年等の立

ち直り支援に取り組みます。（警察本部） 

 

⑤ 街頭補導活動、スクール・サポーターによる支援活動、少年相談や親子カウンセリ

ングなどを通じて、非行などの問題を抱える少年の立ち直りを支援する。 

 

② 埼玉学園において、不良行為などにより生活指導等を要する児童を入所させ、個々の児童に

応じて必要な指導を行い、その自立を支援します。（福祉部） 

 

 

② 児童の自立支援を図るため、ひとりひとりに適切な指導を行っていく。 

③ 地域の関係機関からなるサポートチームを組織し、児童・生徒の非行・問題行動の予防や解

決などに取り組みます。（教育局） 

 

③ 支援が必要な学校に対してサポートチームの編成を促進し、児童生徒の非行問題行

動の予防・解決を図る。 

 

 

④ 臨床心理を専門とするスクールカウンセラーを公立学校に配置するなど、児童生徒からのい

じめや不登校に関する相談体制の整備に取り組みます。（再掲）（教育局） 

 

④－１ スクールカウンセラーの配置中学校数【367校(22年度) →364校】 
④－２ スクールカウンセラーの重点配置中学校数【91校(22年度) →73校】 
④－３ スクールカウンセラーの配置高等学校数【23校(22年度）→25校】（再掲） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進項目２：青少年に有害な環境の浄化等の推進 
青少年に有害な図書やインターネット情報などの環境浄化や、喫煙・飲酒・薬物

乱用の防止などの取組を推進します。 

 

 

 

③ 児童虐待などを受けた児童を保護する「里親」に対する支援を行います。 

（福祉部） 

③ 里親への各種研修【166回（22年度）→172回】  

 

推進項目３：青少年を犯罪等から守る安全・安心対策の推進 
家庭・学校・地域・行政・警察が一体となって、青少年が犯罪被害等に巻き込ま

れないための取組を推進します。 

 

● 有害環境浄化対策の推進 

● 犯罪被害防止対策の推進 

② 青少年を有害な環境から守るため、関係する業界団体の自主的な取組を積極的に促進すると

ともに、連絡会議を開催するなど県と業界団体の連携を進めます。（県民生活部） 

 

② 青少年健全育成に関する協力団体との連絡会議及び協働活動の実施 

  【年２回の協議会と協働によるキャンペーンの実施】 

 

① 青少年育成埼玉県民会議と連携して、青少年育成推進員などによる地域における有害環境の

巡視活動などに取り組ます。（県民生活部） 

 

① 青少年相談員等による非行防止活動等の促進【青少年相談員非行防止研修1回（22

年度）→1回 】 

 

● 啓発・教育活動の推進 

① 青少年が出会い系サイトなどを通じて犯罪被害に遭わないよう、利用する危険性などにつ

いて啓発に取り組みます。（県民生活部） 

 

①―１ 県内全ての中学生・高校生及び保護者に対し、非行防止とフィルタリングに関する普及

啓発を実施【県内全中学生・高校生とその保護者にリーフレット配布】（再掲） 

①―２ 携帯電話の危険性について保護者に対する啓発を図るため、県内小学校にネ

ットアドバイザーを派遣する。【派遣校数300校】（再掲） 

 

 

② 防犯カメラの設置や防犯情報発信システムの整備など、市町村の行う子どもの安全・安心

に関する事業を支援します。（県民生活部） 

 

② 防犯のまちづくり支援事業補助金の活用自治体数【18市町(22年度）→22市町】 

③ 警察本部と教育局が連携し、犯罪から子どもを守るため、防犯情報や事件情報等の発信を

行います。（警察本部） 

 

 

③ 広範囲な事件情報、不審者情報と事案に対応した防犯対策を具体的に盛り込むこ

とで犯罪被害の抑止を図るとともに、被害者や家族等のプライバシーにも配慮した

情報発信を推進する。 

 

● 児童虐待等防止対策の推進 

① 児童虐待の早期発見、早期対応、児童の保護、虐待を受けた児童及び虐待を行った保護者

の心のケアを総合的に行い、虐待から子どもたちを守ります。（福祉部） 

 

 

① ―１  地域小規模児童施設及びファミリーホーム設置数【21か所（22年度）→23か所】 

① ―２  小規模グループケア指定数【24か所（22年度）→32か所】 

② 児童虐待防止に関する啓発や関係職員を対象とした児童虐待対応研修を充実します。 

（福祉部） 

② 児童虐待対応研修会【９講座(21年度)→９講座】 

 

③ 埼玉県青少年健全育成条例に基づく青少年に有害な環境に対する規制等の適正な施行を図るため、コン

ビニエンスストアやインターネットカフェなどの対象店舗への立入調査や指導等に取り組みます。 

（県民生活部、警察本部） 

 

 

 

③ 青少年健全育成条例に基づく立入調査店舗数【2,188店舗（22年度）→3,000店舗】 

 

④ 県立学校全校のインターネット接続を一元管理し、有害情報にアクセスすることができない

ようにＵＲＬフィルタリングに取り組みます。（教育局） 

 

 

 

④ ＵＲＬフィルタリングによる有害情報へのアクセス制限【県立学校全校】 

 

① 青少年を有害な環境から守るため、深夜外出や有害情報に接する危険性などを青少年や保護者に周知徹底するととも

に、フィルタリングシステムの活用など有害情報から青少年を守るための方策の普及･啓発に取り組みます。 

（県民生活部） 

①―１ 県内全ての中学生・高校生及び保護者に対し、非行防止とフィルタリングに関する普及啓

発を実施【県内全中学生・高校生とその保護者にリーフレット配布】（再掲） 

①―２ 携帯電話の危険性について保護者に対する啓発を図るため、県内小学校にネッ

トアドバイザーを派遣する。【派遣校数300校】 

③ 薬物乱用防止キャンペーンの実施、保健所等における薬物相談などを通じて、薬物乱用の未

然防止を図ります。（保健医療部） 

③―１ 薬物乱用防止指導員等による薬物乱用防止キャンペーンの実施【13保健所管内】 
③―２ 薬物相談の実施【13保健所（22年度）→13保健所】 

 
④ 学校における薬物乱用防止教室の開催などを通して、薬物乱用防止教育の徹底などに取り組

みます。（教育局） 

 

④ 薬物乱用防止教室の開催【小・中・高校（全日・定時制）全校で実施】 

 

② 次世代を担う子どもたちの健康を守るため、喫煙防止プログラム・マニュアル及び全面禁煙・空間分煙実施認証制度の

普及、次世代のための喫煙・飲酒対策指導者講習会を開催するなど、未成年者のための喫煙・飲酒対策に取り組みます。 

（保健医療部） 

② 未成年喫煙防止プログラム活用校数【67校（22年度）→64校】 

④ 児童虐待やいじめなど、子どもの権利侵害に関して簡易迅速な救済を行うため、子どもの権利擁護委員

会を運営し、子どもの権利侵害を防止し、心身の健全な育成を図ります。（福祉部） 

  

 

④ 子どもの権利擁護委員会の開催回数【20回（22年度）→18回】 

 

 ⑤ 児童虐待防止に向けた教職員研修や指導方法の研究等を実施し、子どもを虐待から守る学

校づくりの推進に取り組みます。（教育局） 

⑤―１ 教職員等を対象とした児童虐待防止研修会開催数【2回】 

⑤―２ 教職員等を対象とした児童虐待防止研修会参加者数【1,100人以上】 

 

● その他の安全・安心対策の推進 

② 中学生を対象に、危機管理・防災に関する教材を作成し、実践的な危機管理・防災教育に

取り組みます。（危機管理防災部） 

 

 

② 県作成の教材を活用した実践的な危機管理・防災授業の実施中学校数 

【363校（22年度）→ 424校】 

 

① 青少年が消費者トラブルに巻き込まれないよう、情報提供や普及･啓発活動に取り組みま

す。（県民生活部） 

 

 

①―１ 消費生活講座（若年者講座・教職員消費生活セミナー）の開催【45回（22年度）→50回】 

①―２ 若者向け消費者啓発資料の作成・配布【94,000部（22年度）→94,000部】  

 

  

● 交通安全対策の推進 

① 県、警察本部、市町村、関係機関等が連携し、交通安全運動など交通安全の啓発活動に取

り組みます。（県民生活部） 

 

 

① 交通安全まなび隊の派遣による青少年への交通安全教育【188回（22年度）→200

回】 

  ② 自転車通学の多い中学校及び高校を指定し、自転車乗用中のルールやマナーの向上などの

交通安全活動を支援します。（警察本部） 

 

 

② 自転車マナーアップ推進校の指定数【87校（22年度）→88校】 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 基本目標３  学校の教育力を高め、家庭・地域の教育力を再興する（社会の教育力を高める視点） 

 

 

 

 

① 地域・社会活動への参加経験がある県民の割合  【現状値  33%(17年度)→目標値 50% (23年度)】 

② 「地域子育て応援タウン」認定市町村の数    【目標値  全市町村(23年度)】 

③ 保育サービスの利用児童数           【現状値 82,000人（17年度末） → 目標値 94,000人(23年度末)】 

④ 中小企業において、仕事と育児の両立支援制度を整備している事業所の割合【現状値 48.4% (17年度)→目標値 80.0% (23年度)】 

⑤ 「教育に関する３つの達成目標」における基礎学力定着度    【現状値 小学校6年84.9%(17年度)→ 目標値95.0%(23年度)】  

【現状値 中学校３年82.0% (17年度)→ 目標値95.0%(23年度)】 

⑥ 児童生徒の８割以上に身に付いている「規律ある態度」の項目数  

【現状値 小学校（全学年72項目中）40項目(17年度)→ 目標値72項目(23年度)】 

【現状値 中学校（全学年36項目中）16項目(17年度)→ 目標値36項目(23年度)】 

⑦ 体力テストの結果で全国平均を上回っている項目数の割合   【現状値 61% (16年度)→目標値 80% (23年度)】 

⑧ 朝食をほとんど食べない子どもたちの割合          【現状値 小学校2.0% (17年度)→目標値 1%未満 (23年度)】 

【現状値 中学校4.5% (17年度)→目標値 1%未満 (23年度)】 

⑨ 地域や家庭が学校を支える「学校応援団」の組織率（小学校） 【現状値  5%(18年度)→目標値 100% (23年度)】 

⑩ 「親の学習」指導者数                  【目標値 400人 (23年度)】   

達  成  目  標 

※ 「ゆとりとチャンスの埼玉プラン」に掲げられた「戦略指標」及び「施策指標」のうち、青少年健全育成推進プランに関係する指標を「達成目標」として設定 

平成２３年度の取組目標 
※ 本プランに掲げる「達成目標」を実現するため、平成２３年度の「取組目標」を可能な限り数値化して設定しています 

 

 

推進項目１：家庭と地域と連携した学校の教育力の向上 
家庭・地域と連携して、教育に関する３つの達成目標（学力・規律ある態度・体

力）に取り組みます。 

また、学校での取組を地域の人々に公開し、学校運営を改善するとともに、家庭・

地域の教育資源を積極的に学校に取り込みます。 

さらに、学校を親や地域住民と子どもの交流の場として活用します。 

 

● 家庭・地域との連携による教育力の向上 

● 家庭・地域との交流の推進 

① 地域での読書交流会や優良図書の普及などを通して、子どもの読書活動の充実に取り組みま

す。（県民生活部、教育局） 

 

①－１ 子ども読書活動交流集会の参加者数【545人（22年度）→556人】 

①－２ 青少年健全育成条例に基づく推奨優良図書について、県内全小学生に配布するなどして普及を促す。 

③ 地域における民間教育力を活用し、県立学校における教育内容の充実を図るとともに、学校と地域の連携

強化を目的に県立学校支援ボランティアバンクの運営に取り組みます。（教育局） 

 

③ 県立学校支援ボランティアの登録・活用【のべ150日】 

 

④ 地域の専門的指導者を活用して、生徒の体力向上に取り組みます。（教育局） ④ 小学校における外部指導者の活用【228校(22年度)→160校】 

⑤ 学校における食育の指導体制を整備するとともに、家庭への普及啓発に取り組みます。 

（教育局） 

⑤－１ 朝食をほとんど食べない子どもたちの割合【小学生1.1％（22年度）→1.0%】 

⑤－２ 朝食をほとんど食べない子どもたちの割合【中学生2.9％（22年度）→2.7%】 

② 学校評価システムにより、教育活動や学校運営の改善を図ります。（教育局） ② 学校評価の実施に関する取組への助言・支援 

【自己評価の実施・公表及び評価結果の設置者への報告 100％】 

または 学校評価活動の充実を図り、学校の教育力を高める。 

 

⑥ 小・中学生に、基礎的な「学力」を身に付けさせる取組を推進します。（教育局） 

 

⑥ 基礎的な学力を身に付けさせるための指導方法の工夫・改善を一層推進するため、地区

別３つの達成目標推進連絡協議会を開催し、すべての学校が参加する【全小・中学校】。 

⑦ 小・中学生に、基本的な生活習慣や学習習慣を身に付けさせる取組を推進します。（教育局） 

 

⑦ 児童生徒の8割以上に身に付いている「規律ある態度」項目数 

【小学校（全学年72項目中）72項目、中学校（全学年36項目中）36項目】 

 

⑧ 小学校における学習活動、安全確保、環境整備などについてボランティアとして協力・支援を行う保護者・

地域住民による活動組織「学校応援団」の組織化に取り組みます。（教育局） 

 

 

⑧ 小学校における「学校応援団」の組織率【99％（22年度）→100％】 

 

⑨ 児童生徒の勤労観、職業観を育むため、小学生・中学生に対するキャリア教育に取り組みま

す。（再掲）（教育局） 

 

 

 

⑨ 全中学校における家庭・学校・地域「ふれあい講演会」の実施【100％】（再掲） 

 

⑩ 児童生徒の人権意識を高めるとともに、教職員等の指導者の資質向上を図るなど、学校にお

ける人権教育に取り組みます。（教育局） 

 

 

 

⑩ 人権感覚育成プログラムの実施学校数【799校（22年度）→865校】 

 

① 学校･家庭･地域の連携の下、学校公開や体験教室等、教育に関する取組を推進する「彩の国

教育の日」の充実を図ります。（教育局） 

 

① 取組の中から優良事例を取り上げ、各学校等における取組の工夫・充実を図る。 

 

 ② 子どもたちと地域の交流活動を促進するため、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用

して、勉強やスポーツ・文化活動に取り組みます。（再掲）（教育局） 

② 放課後子ども教室推進事業の実施市町村数 

  【44市町（22年度）→46市町】（再掲） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進項目２：家庭の教育力を高めるための取組の推進 
子育て中の親を支援するための取組を充実するとともに、子どもに対し、将来、

親となるために必要な学習を充実します。 

推進項目３：地域社会における青少年健全育成活動の促進 
市町村における青少年の健全育成の取組、市町村民会議や青少年団体等の活動の

促進を図ります。 

● 「親の学習」の推進 

● 青少年団体の活動促進 

● 家庭教育・子育て支援の推進 

① 県内の青少年団体の連携組織である「埼玉県青少年団体連絡協議会」に対する支援を行う

とともに、その活動を促進します。（県民生活部） 
① 埼玉県青少年団体連絡協議会に対して補助金を交付し、青少年健全育成活動の一

層の促進を図る。【青少年団体全体研修会1回（22年度）→1回】 

 

 

② 青少年団体の指導者や青少年相談員等を対象とした青少年育成のための基礎研修を実施す

るとともに、青少年のための体験プログラムの開発などに取り組みます。（県民生活部） 

② 青少年相談員研修の開催【研修会 県主催1回、その他2回（22年度）→研修会  

 県主催1回、その他4回】 

③ 青少年育成埼玉県民会議と連携して、青少年団体の社会貢献活動等を促進します。（再掲） 

（県民生活部） 

 

③ 社会貢献活動実施青少年団体数３団体（22年度）→5団体】（再掲） 

 

● 市町村が取り組む青少年健全育成事業等への支援 

① 市町村や市町村と連携した地域団体などが実施する青少年健全育成や非行防止の取組を支

援・促進します。（県民生活部） 

 

 

 

① 子どもたちを地域で育む事業補助金による市町村等への支援 

 【補助金交付金額4,624千円（22年度）→5,000千円】 

② 青少年などのボランティア参加の促進を図るため、市町村社会福祉協議会への支援に取り

組みます。（福祉部） 

 

 

 

② 小・中・高校生のボランティア体験プログラム参加者数【11,507人（22年度）→

12,000人】 

 

 

● 県民活動の促進 

② 青少年育成埼玉県民会議と連携して、市町村民会議が取り組む青少年健全育成や非行防止

などの取組を支援・促進します。（県民生活部） 

 

② 県民運動活性化助成事業補助実施市町村民会議数【18団体（22年度）→25団体】 

 

③ 青少年相談員を委嘱し、地域における青少年健全育成のための青年ボランティアとして育

成･支援に取り組みます。（県民生活部） 

 

 

③ 青少年相談員の委嘱者数【660人（22年度）→700人】（再掲） 

 

① 県と一体となって青少年育成県民運動を展開する「青少年育成埼玉県民会議」の活動の支

援に取り組みます。（県民生活部） 

 

 

① 少年の主張大会の応募点数【26,288点（22年度）→26,500点以上】（再掲） 

① 「親の学習」プログラム集を活用し、中学生・高校生対象の「親になるための学習」及び親対象の「親が

親として育ち、力をつけるための学習」の推進に取り組みます。（教育局） 

 

① 埼玉県家庭教育アドバイザーの養成者数【66人（22年度）→60人】（再掲） 

 

② 「親の学習」指導者養成講座の開催や市町村における「親の学習」講座実施事業の促進に取

り組みます。（教育局） 

 

② 埼玉県家庭教育アドバイザーの養成者数【66人（22年度）→60人】（再掲） 

 

 

① 私立幼稚園が行う子育て支援事業に対する支援に取り組みます。（総務部） ① 体験保育など親の保育参加を実施する私立幼稚園の数 

【85園(22年度)→200園】 

 

③ 退職者や子育て経験者を対象に、子育てマスターを養成し、地域の子育てボランティアとし

て活用します。（福祉部） 

 

③ 「子育てマスター養成セミナー」修了者数 

  【788人（平成22年度）→1,000人】 

 ④ 市町村において、住民に適切な子育て支援サービスが提供できるようにするため、要件を満たす市町村を「地域

子育て応援タウン」と認定し、県内全域で「子育て力」のレベルアップを目指します。（福祉部） 

 

④ 地域子育て応援タウンの認定市町村数 

【32市町村（22年度）→64市町村】 

 ⑤ 地域の児童の福祉に関する様々な問題に関する相談窓口である「児童家庭支援センター」の

支援に取り組みます。（福祉部） 

 

⑤ 「児童家庭支援センター」の運営実績 

  【２か所（19年度）→３か所（20年度）】 

 

② 子育て中の親を支援するため、企業・事業所等に対して、「ワークライフバランスの推進」の

普及啓発に取り組みます。（福祉部、産業労働部） 

 

② 八都県市共同でワークライフバランス推進キャンペーンの実施 

【定時退庁の実施や、定時退社等の企業への働きかけを行う。】 

【企業への働きかけとして幹部職員による県内中小企業への企業訪問や、大学の協力によるワークライ

フバランス取組状況の調査、ワークライフバランス推進のアドバイスを行う専門家の派遣などを実施す

る。 

 

 

⑦ 父親の家庭教育への参加促進、子育てアドバイザーの養成など、家庭教育支援に取り組みま

す。（教育局） 

⑦ 埼玉県家庭教育アドバイザーの養成者数【66人（22年度）→60人】 

⑥ 親や子どもたちに対する食育の普及･啓発や活動支援に取り組みます。 

（保健医療部、農林部） 

 

⑥―１ 食育の普及・啓発や活動支援【食育普及講演会425人（22年度→300人以上）】 

⑥―２ 食に関する知識や技術などを持つ人材である「食育ボランティア」を活用し、地域における実践的な食育活動を支援す 

      る。 

② 子育て中の親を支援するため、企業・事業所等に対して、「ワークライフバランスの推進」の

普及啓発に取り組みます。（福祉部、産業労働部） 

 

② 幹部職員の企業訪問によるワークライフバランス推進の働きかけ 

 ワークライフバランス推進員設置登録の推進【事業休止】  

⑤ 地域の児童の福祉に関する様々な問題に関する相談窓口である「児童家庭支援センター」の

支援に取り組みます。（福祉部） 

 

⑤ 「児童家庭支援センター」の運営実績 

  【２か所（19年度）→３か所（20年度）】 

 

⑤ 地域の児童の福祉に関する様々な問題に関する相談窓口である「児童家庭支援センター」の

支援に取り組みます。（福祉部） 

 

⑤ 「児童家庭支援センター」の運営実績 

  【２か所（19年度）→３か所（20年度）】 

 

⑤ 地域の児童の福祉に関する様々な問題に関する相談窓口である「児童家庭支援センター」の

支援に取り組みます。（福祉部） 

 

⑤ 「児童家庭支援センター」の運営実績 

  【３か所（22年度）→３か所】 

 


